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【前提】想定する新興感染症

1. 想定する新興感染症
 対応する新興感染症（再興感染症を含む。以下同じ。）は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（以下
「感染症法」という。）に定める新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症を基本とする。

 まずは現に対応しており、これまでの対応の教訓を生かすことができる新型コロナウイルス感染症（以下「新型コロナ」とい
う。）への対応を念頭に取り組む。

2. 新興感染症発生からの一連の対応
 国内での感染発生早期（以下単に「発生の公表」という。）前までの段階は、現行の感染症指定医療機関の感染症病床を中心に
対応する。

 流行初期の一定期間（３箇月を基本として必要最小限の期間を想定）には、まずは発生の公表前から対応実績のある当該感染症
指定医療機関が、流行初期医療確保措置の対象となる協定に基づく対応も含め、引き続き対応する。同協定を締結するその他医
療機関も、各都道府県の判断を契機として、対応していく。

 発生の公表後６箇月程度を目途に、順次速やかに全ての協定締結医療機関での対応を目指す。

 協定の締結に当たっての課題・協定の内容の拡大のための課題やニーズ等の調査を行い、医療機関の機能や役割に応じた内容の
協定を締結する。

 また、都道府県は、感染症対応と併せ、通常医療の確保のため、こうした協定締結に当たっての調査や、医療審議会等を含む協
議のプロセスも活用して、広く地域における医療機関の機能や役割を確認し、医療提供の分担・確保を図る。その際、保健所設
置市と連携して対応する。

 都道府県において、協定案の策定に当たって、医療審議会等の意見を聴くプロセスも活用することで、実効性を確保していく。

（数値目標について）

 新型コロナ対応において、都道府県及び医療機関は、様々な変化に、その都度対応してきた実績を踏まえ、まずは新型コロナ対
応での最大値の体制を目指す。

 想定を超えるような事態になった場合には、国の判断の下、実効性の観点にも留意しながら、目標の柔軟な変更等を検討する。

都道府県と医療機関との協定締結に当たっての基本的方針
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各医療措置協定について

項目 要件

病床

全体

※新型コロナ対応の
重点医療機関の施設
要件を参考

• 確保している病床で、酸素投与及び呼吸モニタリングが可能で、また、都道府県からの要請後速やかに2週間以
内を目途に即応病床化すること

• 最新の知見に基づき適切な感染の防止対策が可能であること
• 他の患者と可能な限り接触することがなく診察ができること
• 都道府県知事からの要請を受けて、感染症患者を入院させ、検査、医療従事者への訓練・研修等の感染症患者に

対する人材確保も含めた必要な医療を提供する体制が整っていると認められるもの

流行初期
医療確保措置

• 現行の感染症指定医療機関の感染症病床で対応
• 【発生の公表後の６カ月後を目途】順次速やかに全ての協定締結医療機関での対応

発熱
外来

全体
※新型コロナ対応の
診療・検査医療機関
の施設要件を参考

• 発熱患者等専用の診察室（時間的・空間的分離を行い、プレハブ・簡易テント・駐車場等で診療する場合を含
む。）を設けた上で、予め発熱患者等の対応時間帯を住民に周知し、又は地域の医療機関等と情報共有して、発
熱患者等を受け入れる体制を有すること

• 関係学会等の最新の知見に基づくガイドライン等を参考に、院内感染対策（ゾーニング、換気、個人防護具の着
脱等を含む研修・訓練等）を適切に実施し、発熱外来を行うこと

流行初期
医療確保措置

• 流行初期から一定数（例えば20人日）以上の発熱患者を診察できること
• 発生の公表後、都道府県知事の要請後速やかに（１週間以内を目途に）発熱外来を開始すること

自宅
療養
等

病院・
診療所

• 最新の知見に基づき適切な感染の防止対策が可能であること
• 都道府県知事からの要請を受けて、オンライン診療、電話診療、往診その他自宅・宿泊療養者・高齢者施設での

療養者等に対する医療の提供を行う体制が整っていると認められること

薬局 • 最新の知見に基づき適切な感染の防止対策が可能であること
• 都道府県知事からの要請を受けて、発熱等患者の医薬品等対応（調剤・医薬品等交付・服薬指導等）を行う体制

が整っていると認められること

訪問看護
事業所

• 最新の知見に基づき適切な感染の防止対策が可能であること
• 都道府県知事からの要請を受けて、自宅・宿泊療養者・高齢者施設での療養者等に訪問看護を行う体制が整って

いると認められること

後方支援
• 流行初期の感染症患者以外の患者の受入を行うこと
• 感染症から回復後に入院が必要な患者の転院の受入を行うこと

人材派遣 • １人以上の医療従事者を派遣すること
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